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Ⅰ 実施計画の主旨（総論） 
 

第１章 東京都北区交通安全実施計画作成の主旨 
 

１ 計画の位置付け 
 

（１）計画の主旨 

この実施計画は、東京都北区交通安全計画（令和３年度～７年度）に基づき、

人命尊重の理念に立って、交通事故による死傷者をゼロに近づけ、究極的には、

交通事故のない安全で安心な北区を実現していくために取り組むべき施策につ

いて定めるもので、令和３年度において区および関係行政機関が実施する施策を

具体化したものです。 

 

２ 令和２年の交通事故発生などの状況 
 

（１）交通事故発生件数及び死傷者数 

区 分 事故件数 
死者数

（A）※ 

負傷者数

（B+C） 

重傷者数

（B） 

軽傷者数

（C） 

死傷者数 

（A+B+C） 

令和元年 494 3 547 28 519 550 

令和２年 458 5 483 28 455 488 

増減 -36 +2 -64 0 -64 -62 

※死者数は、交通事故発生から 24 時間以内に死亡した人数 
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（２）年齢層別の死傷者数 

 

子 ど も 未 成 年 成  年 高 齢 者 

合 

 

計 

幼 

 

児 

小 

学 

生 

中 

学 

生 

小 

 

計 

高

校 

生 

20

歳

未 

満 

小 

 

計 

20 

～ 

24 

歳 

25 

～

29 

歳 

30 

～ 

39 

歳 

40 

～ 

49 

歳 

50 

～ 

59 

歳 

60 

～ 

64 

歳 

小 

 

計 

65 

歳 

以 

上 

元 

年 

死

者 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 

負

傷

者 
8 8 5 21 8 4 12 34 36 84 89 97 42 382 132 547 

２

年 

死

者 
0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4 1 5 

負

傷

者 
9 17 4 30 10 9 19 29 36 70 103 82 22 342 92 483 

増 

減 

死

者 
0 0 0 0 0 0 0 +1 +2 0 0 +1 -2 +2 0 +2 

負

傷

者 
+1 +9 -1 +9 +2 +5 -11 -5 0 -14 +14 -15 -20 +9 -40 -64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（３）形態別の死傷者数 
 自動車 二輪 自転車 歩行者 合計 

令和元年 163 87 202 98 550 

令和 2 年 110 85 219 74 488 

増減 -53 -2 +17 -24 -62 
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３ 「東京都北区交通安全計画」の目標及び本実施計画における取組 
 

「東京都北区交通安全計画（令和３年度～７年度）」の目標 
 

人命尊重の理念に立って、各機関が連携、協力して各種施策を着実に推進してい

くとともに、区民の交通安全に関する自助、共助の取組を支援することにより交通

事故がより減少するよう努めます。 

交通事故による死傷者をゼロに近づけ、究極的には、交通事故がない社会を実現

することを目指します。当面は前回の交通安全計画の目標達成に向けて、令和７年

まで年間の道路交通事故死者数を３人以下にすることを目指すとともに、負傷者数

は更なる減少を目指します。 
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第２章 重点課題及び施策の方向性 
 

１ 重点課題「高齢者及び子どもの交通安全の確保」 

区内高齢者の交通事故死者数の多くが歩行中または、自転車乗用中によるもので

す。 

このような歩行者及び自転車利用者としての高齢者を交通事故から守るため、歩

道の整備など道路交通環境を整備するとともに、反射材用品の活用による薄暮時及

び夜間の交通安全対策、参加・体験・実践型の交通安全教育、広報啓発活動を推進

します。 

また、子どもの交通事故が発生する状態は、歩行中や自転車乗車中が多くを占め

ており、歩行中の飛出しや自転車の安全不確認、一時不停止など子どもの違反によ

る事故も発生しています。そのため、交通ルールを理解・定着させるための交通安

全教育を充実させるとともに、自ら危険を予測し回避する能力や安全に行動するこ

とができる判断力の育成を行うために、関係機関が連携を強化し、参加・体験型の

交通安全教室の充実を図ります。 

 

２ 重点課題「自転車の安全利用の推進」 

自転車は、環境にやさしく身近で便利な移動手段として多くの人々が利用してい

ますが、自転車利用のマナーやルール遵守については、問題点が指摘されています。

また、自転車乗用中の交通事故についても、死傷者数が高水準で推移するなどの状

況にあります。 

さらに、自転車が歩行者に激突して死傷させるなど、自転車が加害者になるケー

スや、その補償問題も近年クローズアップされてきています。 

こうした諸課題を踏まえ、都においては「東京都自転車の安全で適正な利用の促

進に関する条例」（平成 25 年 7 月 1 日施行）が制定されました。 

自転車利用のマナー向上やルール遵守の徹底のための交通安全教育などの充実、

駅周辺の放置自転車対策の推進、自転車の安全確保のためのキャンペーンなどの取

組を進めるとともに、自転車の安全利用の総合的な検討に努めます。 

 

３ 重点課題「二輪車の安全対策の推進」 

区内における二輪車乗車中（原動機付き自転車を含む）の交通事故の発生件数や

死傷者数は減少傾向にありますが、二輪車事故を防止するために、交通安全施設の

整備や運転者教育の充実を図るとともに、指導取締りの強化などに努めます。 

 

４ 重点課題「飲酒運転の根絶」 

飲酒運転は、飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で自動車などを運転する

という犯罪行為です。一般的な交通違反・交通事故とは異なり、その悪質性は極め

て高いものと言えます。 

  アルコールは人の認知判断能力を低下させるため、悲惨な重大事故を招くことが 

多く、不断の啓発活動などを推進していくことが必要です。 

 

５ 先端技術の活用 

近年の交通事故の発生状況やその要因を踏まえつつ、事故が起きにくい環境を作

っていくことが重要であり、交通安全に資する先端技術の普及活用を促進していく

必要があります。 

既に交通事故発生を予防する技術（定速走行、車間距離制御装置）や事故の被害

を軽減する技術（エアバッグ、現場急行支援システム）などが先端技術として車両
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に搭載されている例もあります。利用者にそれぞれの技術を理解してもらうため、

あらゆる機会を通じデモンストレーションや体験教室を行い、先端技術が事故回避

に有効に活用されるよう普及を促進していきます。 

 

６ 「新しい日常」に対応した交通安全対策の推進 

新型コロナウィルス感染症の拡大により、都民のライフスタイルや交通行動への

影響が認められています。これに伴う、交通事故発生状況や事故防止対策への影響

を、本計画の期間を通じて注視するとともに、必要な対策に臨機応変に着手します。 

交通安全対策に当たっては、従前の取組に加え、オンラインでの講習や動画を活

用した学習機会の提供、ウェブサイトやＳＮＳ等各種媒体の積極的活用など、対面

によらない交通安全教育や広報啓発活動についても効果的に推進します。 
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Ⅱ 道路交通の安全（分野別施策） 
 

第１章 道路交通環境の整備 
 

〔施策の体系〕 
 

                 ——歩道の整備 

 

安全安心な生活道路の構築———————生活道路及び通学路における交通事故防止対策の推進 

 

——市街地などの構造改善 

 

道路における交通安全対策の推進————道路の整備 

 

   ——防護柵の整備 

 

                 ——道路照明の整備 

 

                 ——道路標識などの整備 

 

交通安全施設など整備事業の推進————信号機の整備・高度化 

 

——その他の交通安全施設などの整備 

 

                 ——危険箇所を発見するための二次点検プロセスの推進 

 

                 ——交通環境のバリアフリー化 

 

交通規制の実施————————————交通実態に即した交通規制の実施 

 

                 ——自転車通行空間の整備 

自転車利用環境の総合的整備———— 

                 ——自転車駐車場の整備 

 

                 ——公共交通機関への転換対策の推進 

公共交通機関利用の促進—————— 

                 ——乗換えの利便性の向上 

 

                 ——橋梁の整備 

 

                 ——道路の緑化 

 

                 ——無電柱化の促進 

 

その他の道路交通環境の整備——————道路の使用及び占用の抑制 

 

                 ——不法占用物件などの排除 

 

                 ——公園などの維持管理及び整備 

 

——踏切道の立体交差化 
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１ 安全安心な生活道路の構築 
 

（１）歩道の整備（土木政策課） 

交通事故を未然に防止し、道路交通の円滑化を図るため、歩行者などを自動車交

通から分離した歩道整備を計画し、その実現に努力していきます。バリアフリーに

対応し、誰もが安心して通行できる歩道の整備を推進します。 

 

（２）生活道路及び通学路における交通事故防止対策の推進 
 

ア 生活道路における交通事故対策の推進（警察署） 

ゾーン30や道路標識の超高輝度化などの整備を進めるなど、歩行者及び自

転車利用者の視点に立った各種交通事故対策を推進します。 

 

イ 通学路における交通安全点検などの推進（警察署・学校支援課・施設管理課） 

児童の新入学時期や、春の交通安全運動などの機会をとらえて、学校関係者

及び PTA、教育委員会、警察署、道路管理者などが協力し、通学路の安全点

検を実施し、各種交通安全施設対策及び交通規制・交通管制対策を行います。 

令和２年度実績 令和３年度予定 

王子第二小、王子第三小、 

王子第五小、荒川小、柳田小、 

東十条小、十条台小、 

としま若葉小、なでしこ小、 

岩淵小、西が丘小 

王子第ニ小、王子第三小、 

王子第五小、荒川小、柳田小、 

豊川小、東十条小、十条台小、 

としま若葉小、なでしこ小、 

梅木小、岩淵小、稲田小、 

西が丘小 

１１校 １４校 

 

（３）市街地などの構造改善 
 

  ア 市街地再開発事業（十条まちづくり担当課） 

第一種市街地再開発事業の中で、十条駅西口周辺の駅前広場や道路、地下駐

輪場の整備を進め、地域の生活環境と交通環境を改善します。 

 

イ 密集事業（まちづくり推進課・十条まちづくり担当課） 

    木造住宅密集地域において、幅員 6ｍ以上の主要生活道路の整備を進めるな

ど、事業を推進します。 
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２ 道路における交通安全対策の推進 
 

（１）道路の整備 

都市計画道路については、原則として都市の骨格を形成する放射線・環状線及

び補助線のうち複数区にまたがる広域的な路線を都が所管し、それ以外のものを

区が所管しています。 

現在、北区における都市計画道路の路線は 46 路線、延長約 59.34 ㎞です。

そのうち北区が事業を予定している未着手路線は、補助 243 号線、補助 245

号線の 2 路線です。計画区域内の建築構造物が、将来の道路事業に支障をきたす

ことのないよう指導(都市計画法第 53 条関係)しています。 

平成 27 年度末の北区内の都市計画道路事業の進捗状況は、約 36.5 ㎞、整備

率では約 61.5％となっています。 

現在事業中の路線は 20 路線、延長 9.8 ㎞で、放射１０号線（北本通り）をは

じめ、環５－２、補助７３、８１、８３、８５、８６、８７、８８、９０、９２、

１８１、２４５号線、区画街路３・７号線、東日本旅客鉄道赤羽線付属街路１～

６号線です。 

令和２年度に、東京都と特別区で策定した「区部における都市計画道路の整備

方針」において、優先整備路線(期間:平成 28 年度～37 年度)が選定されていま

す。 

 

ア 国道の整備（国土交通省東京国道事務所） 

安全で円滑な都市交通環境を確保するため、沿線環境に配慮しながら幹線道

路の維持管理に努めます。 

区内の国道（国土交通省管理）の現況 国道 17 号 

延 長［m］ 692 

面 積［㎡］ 15,845 

※ 令和２年度東京都道路現況調書による 

 

イ 骨格幹線道路の整備（東京都第六建設事務所） 

   都市の骨格を形成する幹線道路のため、区部外周部の都市計画道路を中心と

した幹線道路網を整備します。併せて、バリアフリー化した幅広い歩道を整備

し、歩行者及び自転車の一層の安全確保を進めます。 

 

ウ 地域幹線道路の整備 

住宅地への通過交通の進入を防ぎ、住環境を向上させるとともに、快適で安

全な歩行者空間を確保するため、市街地のまちなみを構成する広い歩道と緑の

ある２車線の都市計画道路を中心とした道路を整備します。 

 

・都道（東京都第六建設事務所） 

第六建設事務所では、所管する都市計画道路整備事業、交通安全施設事業、

道路維持補修事業、無電柱化事業などを実施し、円滑で、安全、快適な道路

の実現に努めています。 

区内の東京都管理道路の現況 国道 122 号 都  道 

延 長［m］ 6,310 25,771 

面 積［㎡］ 192,653 555,462 

※ 令和２年度東京都道路現況調書による 
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・区道（土木政策課・事業用地担当課） 

①幹線区道の整備 

都市計画道路などの主要幹線道路ネットワークを補完するとともに、地区

内に発生する交通を集約し、歩行者の安全と車両交通の円滑化を図るため、

幹線的役割を果たす道路の新設・拡幅整備を実施します。 
 

②補助 87 号線（延長 78ｍ、計画幅員 18ｍ） 

本路線は、上十条三丁目先補助 85 号線から板橋区加賀二丁目に至る道路

で、平成 8 年 3 月に都市計画事業の認可を受けて東西地域を結ぶアクセ

ス機能の確保と防災性の向上を図るため事業を進めています。 
 

③補助 181 号線（延長 79.5ｍ、計画幅員 12ｍ） 

首都高速道路王子線の事業に併せて、明治通りと本路線の交通ネットワー

クを確保するため、昭和 63 年 6 月に都市計画事業の認可を受け、事業を

実施しています。本年度も引き続き収用手続き及び用地買収交渉を行いま

す。 
 

④区画街路３号線 

     本路線は、赤羽駅西口駅前広場から補助 86 号線へ連絡する都市計画道路

で、平成 25 年 4 月に都市計画事業の認可を受けて、赤羽西地区の円滑な

交通ネットワークの形成を図るため事業を進めています。 

     平成 27 年度に事業認可区間を延長し、本年度も引き続き用地買収を行い

ます。 
 

⑤鉄道附属街路１～６号線 

     本路線は、十条駅付近沿線まちづくり基本計画に位置付けられた地域内に

おける主要な生活道路であり、東西方向と比べて不足する南北方向の道路

網を形成することにより、駅などへのアクセス向上を図るとともに、十条

駅東側の災害時における消防活動困難区域の解消など、地域の利便性や安

全性を高めることを目的とし、令和２年３月に都市計画事業の認可を受け

て、用地買収を進めています。 

 

エ 区道の整備（土木政策課） 

交通機能の向上と歩行者の安全を図るため、区道の新設・拡幅などの事業を

実施します。 

 

○ 区道の現況（施設管理課） 

路線数 1,732 

総延長［m］ 347,149 

総面積［㎡］ 2,259,645 
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オ 道路舗装改良 

ａ 路面補修事業（土木政策課） 

舗装の経年劣化及び交通量の増加などによる路面疲労損傷に対して、道路

の改修を計画的に実施します。 

本年度は、２路線を実施するとともに、福祉のまちづくりを推進するため、

既設歩道の横断勾配が大きい箇所などについて、車イスの利用者などが利用

しやすくなるように改修を行う予定です。 
 

   （令和３年 4 月 1 日現在） 

年度別 

区 分 
令和２年度の実績 令和３年度予定 

道路舗装改良 

(老朽化した道路を舗装改良する) 
7,810 ㎡ 3,880 ㎡ 

 

ｂ 道路維持事業（道路公園課） 

区民の日常生活に密着した重要な事業で、道路の機能を保持し、安全で

円滑な交通を確保するため、きめ細かな維持管理を行います。破損路面の

小修繕から、道路清掃、雨水桝などの清掃、及び防護柵、警戒標識などの

交通安全施設の保守修繕、道路の除雪作業など多岐にわたっています。さ

らに、休日・夜間を含め、緊急を要する工事に対応するため、請負単価契

約を締結して、道路の維持・修繕を行います。 

また、歩車道が分離されている主要道路については、車両による道路清

掃を実施するとともに、駅前広場などのカラー舗装洗浄と透水性舗装再生

の洗浄を実施します。 

 

ｃ 掘削道路復旧事業（施設管理課・道路公園課） 

電話、電気、上下水道、ガスなどの企業者により掘削された道路は復旧

工事の良否が、道路の耐用年数に大きな影響を及ぼすことから、掘削企業

者に対して道路工事調整協議などを実施し、埋め戻し、復旧方法及び事故

防止など適切な技術指導に努めています。 

道路利用者の安全を図るため、掘削道路復旧工事として道路の改修を実

施します。 
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３ 交通安全施設など整備事業の推進 
 

交通環境の改善と交通事故防止を図るため、各種交通安全施設などの整備を計画

し、歩行者の安全を重点に整備を進めています。 

 

（１）防護柵の整備（土木政策課） 

歩行者の横断歩道以外の場所での車道横断の抑止と、車両の路外などへの逸脱

防止を図ることにより、歩行者の安全を確保するとともに、乗員の傷害や車両の

損傷を最小限にとどめるため、防護柵を整備します。 
 

 

事 業 内 容 事業規模(実施予定) 

ガードパイプなど設置 ２路線 

 

（２）道路照明の整備（道路公園課） 
 

街灯整備事業 

交通安全施設整備の一環として、区道の街灯を適切に維持管理するとともに、

老朽化した水銀灯などの改修工事を行います。また、省エネルギー対策やラン

プの不点対策として、既設の水銀灯を LED 灯へ計画的に改修していきます。 
 

○ 街灯一覧表 

 令和２年度実績 令和３年度予定 

ＬＥＤ灯設置数（基） 483 約 600 
 

（令和３年 4 月 1 日現在）  

ＬＥＤ化率（％） ＬＥＤ街灯数（基） 街灯合計数（基） 

57.2 7,516 13,145 

 

（３）道路標識などの整備（警察署） 

ドライバーや歩行者にとって、見やすく、分かりやすい道路標識を整備するた

め、標識板の大型化、超高輝度化、内照化などを推進します。 

 

（４）信号機の整備・高度化（警察署） 
 

ア 歩行者感応制御式信号機の整備 

高齢者や身体障害者などの歩行の安全を確保するため、歩行者用画像感知器

を活用して、赤信号で横断を開始する歩行者に対して音声で警告を発する機能

や、青信号の時間内に渡り切れないと思われる歩行者を感知して、青信号の時

間を延長する機能、逆に横断歩行者がいない場合には青信号の時間を削減し、

車両青信号の時間に振り分ける円滑化の機能を有する歩行者感応制御化の整

備を推進します。 

 

イ ゆとりシグナルの整備 

「ゆとりシグナル（経過時間表示機能付歩行者用灯器）」は、青信号時の残

り時間を表示することで無理な横断の抑制を、また、赤信号時の待ち時間を表

示することで信号無視の防止を図るための信号機です。 

歩行速度が遅い高齢者や、児童が安心して横断歩道を渡ることができるよう、

高齢者施設の近傍や通学路、駅周辺などの横断歩行者が多い集客施設の近傍を

中心に整備を行います。 
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ウ 歩車分離式信号機の整備 

歩行者と車両の通行を時間的に分離することで、右左折車両による横断歩行

者の巻き込み事故防止に大きな効果を期待できる歩車分離式信号機の整備を

推進します。 

 

（５）その他の交通安全施設などの整備（土木政策課・道路公園課） 

道路交通の安全と円滑化を図るため、交通管理者と調整のうえ、区画線、道路

反射鏡、滑り止め舗装などの交通安全施設を整備します。 
 

○ 交通安全施設一覧（道路公園課）  （令和 3 年 4 月 1 日現在） 

 令和２年度実績 令和３年度予定 

区画線（ｍ） 1,312 約 15,500（㎡） 

道路反射鏡（本） 710 適宜 

滑り止め舗装（㎡） 362 約 550 
 

 

〇 透水性舗装工事（土木政策課） 

事 業 内 容 事業規模(実施予定) 

歩道透水性舗装工事 2 路線 

 

（６）危険箇所を発見するための二次点検プロセスの推進（警察署） 

交通死亡事故などの重大事故が発生した場合は、同様の交通事故の再発防止を

図るため、現場点検（一次点検）を実施し、必要な安全施設の整備などの検討を

行って対策を講じます。 

この一次点検結果を踏まえ、同様の道路交通環境にある他の危険箇所を点検

（二次点検）し、当該危険箇所に必要な対策を道路管理者と連携を図りながら実

施します。 

 

（７）交通環境のバリアフリー化（都市計画課） 

高齢者・障害者団体などの区民、学識経験者、関係行政機関、施設管理者、交

通管理者や公共交通事業者など、様々な関係者の協力のもと、「北区バリアフリ

ー基本構想」を策定しています。 

今後も引き続き、区民一人ひとりが、活動の場を広げ、自由に社会参加や交流

を行えるよう、高齢者、障害者をはじめとしたさまざまな人に配慮したバリアフ

リーのまちづくりを推進します。 

 

【北区バリアフリー基本構想の推進について】 

平成１４年度に「東京都北区交通バリアフリー基本構想」を策定し、関係機関

とともに駅周辺の道路や公共交通機関などのバリアフリー化に取り組んできま

した。その後、「バリアフリー法」の施行（平成１８年）や「障害者差別解消法」

の制定、基本構想の計画年次の終了などを受け、その後のさらなる地域一体での

連続的・面的なバリアフリー化を推進するため、新たに平成２７年度「北区バリ

アフリー基本構想【全体構想】」を、引き続き３地区ごとの【地区別構想】を順

次策定しました。目標年次の令和７年度に向け、各施設設置管理者が行う特定事

業についてスパイラルアップを図りつつ推進しています。 
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４ 交通規制の実施 
 

（１）交通実態に即した交通規制の実施（警察署） 

ア 路線対策 

幹線・準幹線道路などの交通の安全と円滑化を図るため、交通規制の見直し、

信号調整などの交通事故防止対策、渋滞緩和対策を総合的に実施します。 

 

イ 生活道路 

幹線・準幹線道路などの交通渋滞を避けて、通過車両が生活道路などの狭い

道路に集中し、児童の通学などに危険を及ぼしている箇所などにおいては、通

行禁止規制や一時停止など必要な交通規制を実施し、ポストコーン、狭さくな

どの各種安全施設の整備を道路管理者に要請するなど、各種安全対策を実施し

ます。 

 

ウ 高齢者対策 

高齢歩行者や高齢運転者の立場から、道路標識をより見やすくするために、

大型化や超高輝度化を図ります。また、高齢歩行者対策として、裏通りなどに

おいて、ガードレールや路側帯の整備を道路管理者に要請するなど、歩行者と

車両の分離を道路管理者と一体となって推進します。 

 

エ 自転車対策 

自転車が安全に通行できる環境を確保するため、普通自転車専用通行帯の整

備、歩道上における自転車の通行部分の指定などを推進します。 

 

オ 二輪車対策 

幹線・準幹線道路などの二輪車の交通量が多い交差点などにおいて、交差点

流入部の右折車線と直進車線の間に導流帯を設けるほか、右折指導線の設置や

進行方向別通行区分規制などを実施します。 
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５ 自転車利用環境の総合的整備 
 

（１）自転車通行空間の整備（土木政策課・警察署） 

   誰もが安全で安心して通行できる道路空間を実現するため、自転車通行空間の 

整備を推進します。 

自転車交通の整序化を図るため、幹線道路や駅周辺などの自転車交通が多い道

路を対象に、自転車ナビマークやナビラインの設置などにより、自転車ネットワ

ーク路線整備を視野に入れた地区若しくはエリアの自転車通行環境整備を推進

します。 

 

（２）自転車駐車場の整備（施設管理課） 

駅周辺の交通環境を改善するため、関係機関との協議や民間助成制度の活用な

どにより、自転車駐車場を整備します。 
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○ 有料自転車駐車場                    （令和３年 4 月 1 日現在） 

駅 名  称 所 在 地 

収容可能台数 
施設面積 

(㎡) 
自転

車 

原付 
計 

浮間舟渡 浮間四丁目自転車駐車場 浮間 4-30-8 454 6 460 540 

北 赤 羽 

浮間三丁目自転車駐車場 浮間 3-1-47 563 10 573 589 

赤羽北二丁目自転車駐車場 赤羽北 2-1-10 423 17 440 551 

北赤羽駅赤羽口自転車駐車場 赤羽北 2-32-2 268 — 268 327 

赤  羽 

赤羽駅西口自転車駐車場 赤羽西 1-7-1 660 8 668 1,047 

赤羽駅西口北自転車駐車場 赤羽 1-67-18 170 110 280 780 

赤羽駅南口第一自転車駐車場 赤羽 1-1-28 950 60 1,010 1,435 

赤羽駅南口第二自転車駐車場 赤羽 1-1-20 1,450 70 1,520 1,421 

赤羽駅南口第三自転車駐車場 赤羽南 2-9-43 先外 51 — 51 42 

赤羽東本通り自転車駐車場 赤羽１-７先外 253 — 253 414 

赤羽駅東口自転車駐車場 赤羽１-1 先 267 — 267 298 

十  条 
十条駅西口自転車駐車場 上十条 2-27-17 700 40 740 802 

十条駅東口自転車駐車場 上十条 1-14 先 29 — 29 89 

板  橋 北谷端公園脇自転車駐車場 滝野川 7-14 先 160 — 160 165 

東 十 条 

東十条駅北口自転車駐車場 東十条 4-1 先 42 — 42 50 

東十条駅北口第二自転車駐車場 東十条 3-18-30 118 — 118 140 

東十条駅南口自転車駐車場 東十条 3-18-43 1,470 100 1,570 1,877 

王  子 

王子駅北口自転車駐車場 王子 1-11-1 先 630 20 658 642 

王子駅南口自転車駐車場 王子 1-3-40 先外 1,548 52 1,600 1,362 

栄町自転車駐車場 栄町 40-4 先 332 — 332 758 

音無親水公園自転車駐車場 王子本町 1-1-1 先 123 — 123 122 

王子駅明治通り自転車駐車場 王子 1-6 先外 75 — 75 205 

尾  久 尾久駅前自転車駐車場 昭和町 2-1-31 565 — 565 652 

田  端 

新田端大橋北自転車駐車場 東田端 2-20-45 705 80 785 705 

新田端大橋南自転車駐車場 東田端 1-17-21 675 — 675 440 

新田端大橋中央自転車駐車場 東田端 2-20-52 1,003 — 1,003 1,309 

田端駅前自転車駐車場 田端 6-1-3 598 — 598 589 

王子神谷 
王子神谷駅前自転車駐車場 王子 5-20-3-Ｂ101 160 — 160 179 

王子神谷駅北自転車駐車場 王子 5-29-4 994 45 1,039 1,572 

西 巣 鴨 滝野川三丁目自転車駐車場 滝野川 3-11-2 371 — 371 545 

西 ヶ 原 西ヶ原駅前自転車駐車場 西ヶ原 2-3-1 149 — 149 266 

合  計（31 箇所） 15,956 618 16,574 19,913 

 

○ 指定自転車置場                    （令和 3 年 4 月 1 日現在） 

駅 名  称 所 在 地 収容可能台数 
施設面積 

(㎡) 

赤  羽 

赤羽駅西側指定自転車置場 赤羽台 1-1-29、1-4-73 1,300 810 

赤羽公園脇指定自転車置場 赤羽南 1-14 200 487 

赤羽駅南側指定自転車置場 赤羽南 1-20 先 100 164 

十  条 

十条駅中央指定自転車置場 上十条 2-31-12 先 150 48 
十条駅北指定自転車置場 十条仲原 1-1-5 992 1,080 
十条駅南指定自転車置場 上十条 1-14-8 264 260 

板  橋 北谷端公園脇指定自転車置場 滝野川 7-14 先 150 118 

上 中 里 上中里駅前指定自転車置場 上中里 1-37-13 先、2-44-2 200 199 
駒  込 駒込駅前指定自転車置場 中里 1-7 先、2-1 先 515 309 
赤羽岩淵 赤羽岩淵駅周辺指定自転車置場 岩淵町 36 先、赤羽 1-52 先 110 59 
志  茂 志茂駅周辺指定自転車置場 志茂 1-2、3-22 先 100 73 

王子神谷 王子神谷駅周辺指定自転車置場 東十条 3-10 先 30 40 
合  計（12 箇所） 4,111 3,647 
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６ 公共交通機関利用の促進 
 

（１）公共交通機関への転換対策の推進（土木政策課） 
 

誰もが安心して移動できるまちづくりを進めるため、地域公共交通による移動 

  手段の確保に向けた取り組みを推進します。コミュニティバスの新規路線導入を 

進めていきます。 

 

（２）乗り換えの利便性の向上 
 

ア 公共サインの整備（都市計画課） 

各駅周辺などの公共サインを整備するとともに、既存の公共サインの維持管

理を行います。街並みに調和したデザインで、外国人にもわかりやすい案内表

示板を整備・更新します。 
 

イ 駅周辺へのエレベーターなどの設置（土木政策課） 

高齢者や障害者を含めた誰もが移動しやすいまちづくりが求められていま

す。公共交通へのアクセス向上を図ることを目的として、バリアフリー化を推

進するため、区道などにエレベーターなどを設置します。 

田端駅周辺の昇降施設設置については、引き続き関係機関などと協議を進め

ます。 
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７ その他の道路交通環境の整備 
 

（１）橋梁の整備（土木政策課） 
 

ア 橋梁架替整備事業 

   新田橋は、架替えに向けて、仮橋設置工事で残る階段、スロープなどの修正

設計を実施します。 

新柳橋は、引き続き仮橋・仮設道路工事を実施し、続いて下部工事に着手し

ます。 

十条跨線橋は、架替えに関わる関係機関との協議を継続していきます。 

 

イ 橋梁維持補修事業 

経年劣化による老朽化を防止し、通行車両などに対する耐荷力を保持するた

め、橋面継手、高欄、床版、舗装などの改修や維持補修を計画的に実施してい

きます。 

令和３年度は、十条跨線橋（上部）、船串橋の補修工事を実施します。 

 

ウ 橋梁など防災対策事業 

橋梁点検要領に基づき５年毎に１回、橋梁健全度調査を行っています。 

本年度は、観音橋、谷津橋、新堀橋、滝野川橋、田端ふれあい橋、稲荷前跨

線人道橋、車坂跨線人道橋の調査などを実施します。 

 

（２）道路の緑化（道路公園課） 

道路の安全性と快適さを高めるとともに、緑あふれたまちづくりを推進し、都

市の美化・交通公害防止を図るため街路の緑化を推進しています。 
 

 ○ 街路樹一覧表         （令和 3 年 4 月 1 日現在） 

街路樹 

（5,454 本） 

ベスト５ 樹種 本数 

１位 ハナミズキ 1,281 

２位 ソメイヨシノ 947 

３位 イチョウ 435 

４位 ケヤキ 341 

５位 サルスベリ 306 

 その他 2,144 
 

 

（３）無電柱化の促進（土木政策課） 

道路の景観の向上、歩行者、自転車などの通行の安全確保、災害時の避難救助

活動の円滑化など、都市の安全と魅力ある都市景観の創出のため、電線共同溝の

整備により、道路上の電線類を地下に収容する無電柱化を推進します。 

 

（４）道路の使用及び占用の抑制（警察署・施設管理課） 

道路上の工事及び作業のための道路の使用及び占用については、道路交通の安

全と円滑な交通を確保するため、抑制する方針のもと適正な許可を行い、現場パ

トロールなどを通じて、許可条件の遵守などについて指導を徹底します。 

また、道路の掘削を伴う工事については、その指導監督を強化するとともに、

工事の施工方法、時期などについて調整を行い、無秩序な掘り返しと工事に伴う

事故を防止します。 
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（５）不法占用物件などの排除（施設管理課） 

良好な道路環境を確保するために、道路の不法占用、不正使用を防止するため

に道路パトロールを常時行い、違反者に対する注意指導などの是正措置を行うと

ともに、違反物件については除去などを実施します。 

交通事故などによる道路附属物の損傷では、事故行為者への復旧請求も行いま

す。 
 

道路附属物の損傷事故 

確認 
ガードレール ガードパイプ カーブミラー その他 計 

令和元年度 13 件 64 件 24 件 91 件 192 件 

令和 2 年度 24 件 49 件 38 件 72 件 183 件 
 

不法占用注意指導 商 品 工事現場 その他 計 

令和元年度 306 件 6 件 98 件 410 件 

令和 2 年度 81 件 8 件 145 件 234 件 
 

看板撤去 立て看板 小型看板 その他 計 

令和元年度 189 件 11,596 件 2 件 11,787 件 

令和 2 年度 80 件 4,258 件 0 件 4,338 件 

 

（６）公園などの維持管理及び整備（土木政策課・道路公園課） 

公園、児童遊園、遊び場（198 箇所約 98.2ha）を安全で快適な魅力ある都

市施設とするため、施設の維持管理及び園地の運営管理を行っています。 

本年度は、赤羽台けやき公園のⅢ期工事及び滝野川三丁目公園新設工事を実施 

します。 
 

  ○ 区立の公園、児童遊園、遊び場面積   （令和 3 年 4 月 1 日） 

種  別 箇所数 面   積 

区 立 の 公 園 83 895,152.28 ㎡ 

区立の児童遊園 100 64,075.37 ㎡ 

遊 び 場 15 23,063.26 ㎡ 

計 198 982,290.91 ㎡ 

 

（７）踏切道の立体交差化（十条まちづくり担当課） 

ＪＲ埼京線十条駅付近において鉄道を立体化し、道路と鉄道を連続的に立体交

差化して６か所の踏切を解消することにより、踏切での交通渋滞の解消、道路と

鉄道それぞれの安全性の向上及び鉄道により分断されていた地域の一体化を図

ります。 
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第２章 交通安全意識の啓発 
 

〔施策の体系〕 
 

                 ———交通安全教育の指針 

 

                 ———学校などにおける交通安全教育 

 

                 ———高齢者に対する交通安全教育 

 

———運転者に対する交通安全教育 

 

———横断歩行者の安全確保に関する教育 

 

段階的・体系的な交通安全教育の推進—————自転車利用者に対する交通安全教育 

 

                 ———二輪車運転者に対する交通安全教育 

 

———身体障害者に対する交通安全教育 

 

———外国人に対する交通安全教育外国人に対する交通安全教育 

 

                 ———交通安全教育推進のための教材資料の充実 

 

———「新しい日常」に対応した交通安全教育の推進 

 

                 ———地域の交通安全組織の拡大と育成 

 

                 ———地域、家庭における交通安全教育活動の推進 

 

地域における交通安全意識の高揚—————地域ぐるみの交通安全運動の推進 

 

                 ———児童交通指導員の育成 

 

                 ———交通安全点検などの推進 

 

                 ———多様な広報媒体による広報活動の充実 

 

                 ———関係機関が連携した広報啓発などの実施 

 

                 ———飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 

 

 ———通学路などの周辺を通行する運転者に対する啓発活動など 

交通安全に関する広報啓発活動の充実・強化－ 

                 ———シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の推進  

 

                 ———薄暮時及び夜間の交通安全対策の推進 

 

                 ———自転車用ヘルメット着用促進に向けた啓発活動の推進 

 

———運転中の携帯電話などの不使用の徹底 
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１ 段階的・体系的な交通安全教育の推進 
 

（１）交通安全教育の指針（警察署） 

交通安全教育指針（平成 10 年 9 月 22 日国家公安委員会告示第 15 号）や交

通の方法に関する教則（昭和 53 年 10 月 30 日国家公安委員会告示第 3 号）に

基づいて、参加・体験・実践型の交通安全教育を実施するとともに、年齢、車両

種別及び業種などの対象に応じた段階的な交通安全教育を計画的に実施します。 

 

（２）学校などにおける交通安全教育 
 

ア 幼稚園（教育指導課・警察署） 

幼稚園では、交通安全のきまりに関心をもたせるとともに、家庭と連携を図

りながら、園外保育などにおける実践活動を通して、交通安全のきまりや道路

における通行方法を理解させ、具体的な体験を通して安全に行動できる習慣や

態度の育成に努めます。 

 

区  分 令和２年度実績 令和３年度予定 実施機関 

交通教室 13 回 1,304 人 10 回 739 人 警察署 

 

イ 保育園（保育課・警察署） 

警察署との連携を通じて計画的に交通安全教育を行うとともに、日常の園外

散歩時などに際して、実践的にきまりを理解させ、交通ルールを実践する意識

を育てます。 

登・降園時の自転車利用に際して、自ら進んでヘルメットを着用するなど、

事故に際して自らを守る必要性を理解させるよう努めます。 

 

区  分 令和２年度実績 令和３年度予定 実施機関 

交通教室 9 回 452 人 16 回 990 人 警察署 

 

ウ 小学校（教育指導課・警察署） 

小学校では、安全な道路の歩行と横断、自転車の安全利用と点検整備、交通

ルールの理解など安全に行動することができる判断力の育成を行うために、警

察署と連携し、参加・体験型交通安全教室の充実を図っていきます。 

 

区  分 令和２年度実績 令和３年度予定 実施機関 

交通安全教室 29 回 2,481 人 30 回 2,396 人 
警察署 

自転車教室 21 回 1,214 人 23 回 1,602 人 
 

 

エ 中学校（教育指導課・警察署） 

中学校では、小学校での既習事項を中学生の発達段階に応じて確実に身に付

けることができるようにするとともに、交通事情や交通法規、応急処置などに

関する基本的事項の理解を深めるために、警察署と連携し、参加・体験的な活

動を取り入れた交通安全教育の充実を図っていきます。 
 

区  分 令和２年度実績 令和３年度予定 実施機関 

交通安全教室 5 回 1,540 人 3 回 1,470 人 警察署 
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オ 高等学校（警察署） 

高等学校では、小・中学校での既習事項を確実にし、交通社会における良き

社会人として必要な交通マナーを身に付けるよう指導します。特に、自転車や

原動機付自転車、自動二輪車などの安全な利用に関する事項を、生徒や地域の

実情に応じて計画的、組織的に取り上げ、交通安全に関する意識の高揚と実践

力の向上を図ります。 
 

区  分 令和２年度実績 令和３年度予定 実施機関 

交通安全教室 1 回 20 人 4 回 370 人 警察署 

 

カ 交通安全教育などの充実（交通安全協会） 

新入学児童・保護者向け交通安全小冊子「よいこのこうつうあんぜん」を作

成、配布し、通学時などにおける交通安全への習慣付けを図ります。 

 

（３）高齢者に対する交通安全教育 
 

ア 交通安全教育（警察署） 

地域シニアクラブなどの社会参加活動の場や、高齢者が多数集まる場所にお

いて、加齢に伴う身体機能の変化、高齢者の事故発生実態などを踏まえた参

加・体験・実践型の交通安全教育を実施します。 
 

イ 普及啓発活動の推進（警察署） 

関係団体などと連携し、春・秋の全国交通安全運動など、各種交通安全キャ

ンペーンを実施するとともに、ポスターの掲示、リーフレットの配布などを実

施し、高齢者の交通安全意識の高揚を図ります。 
 

ウ 交通安全教育などの充実（交通安全協会・警察署） 

高齢者・家族向け交通安全小冊子「安全毎日」を作成・配布し、交通事故発

生の多い高齢者の歩行中、自転車乗用時における交通安全意識の普及啓発を行

います。 
 

区  分 
令和２年度実績 令和３年度予定 

実施機関 
回数 人 員 回数 人 員 

高齢者交通安全のつどい  0 回 0 人 4 回 350 人 警察署 

高齢者交通安全教育 4 回 124 人 16 回 750 人 警察署 

交通安全輪投げ大会 0 回 0 人 4 回 600 人 警察署 

 

（４）運転者に対する交通安全教育（警察署） 
 

ア 地域、職域 

地域、職域などにおける運転者講習会を積極的に開催するとともに、交通関

係団体と連携し、効率的な交通安全教育を推進します。 
 

区  分 
令和２年度実績 令和３年度予定 

実施機関 
回数 人 員 回数 人 員 

北区職員安全運転講習会 0 回 0 人 0 回 0 人 警察署・総務課 

北区清掃事務所交通安全講習会 0 回 0 人 0 回 0 人 警察署・北区清掃事務所 
 

  イ 免許取得後の教育の充実 

交通情勢の変化、加齢に伴う身体機能の変化及び運転技能の変化などに対応

して、必要な技能と知識を習得することが求められるため、免許取得後の交通



 

Ⅱ 道路交通の安全（分野別施策） 

- 22 - 

安全教育の充実を図ります。 

また、運転に自信がなくなったなどの理由から、免許が不要となった方に対

して、運転免許の返納及び運転経歴証明書制度の周知を図るとともに、高齢運

転者及びその家族からの相談に適切に対応します。 

 

（５）横断歩行者の安全確保に関する教育（警察署・施設管理課） 

   あらゆる機会を通じて、運転者に対して横断歩道手前の減速義務や横断歩道に

おける歩行者優先などの交通ルールについて、再徹底を図るための交通安全教育

を推進します。 

また、歩行者に対しては横断歩道を渡ること、信号機のあるところではその信

号に従うといった交通ルールの周知を図ります。さらに、運転者に横断する意思

を明確に伝え、安全を確認してから横断を始め、横断中も周りに気をつけること

など、歩行者が自らの安全を守るための交通行動を促すための交通安全教育など

を推進します。 

 

（６）自転車利用者に対する交通安全教育（警察署・施設管理課） 
 

ア 自転車安全運転免許証制度の推進 

小学４年生を対象に、自転車の安全利用の実技及び筆記試験を実施して、合

格者に自転車安全運転免許証を発行し、自転車の安全利用、マナー向上に努め

ます。 
 

令和２年度実績 令和 3 年度予定 
実施機関 

学校数 受講者数 発行数 学校数 受講者数 発行数 

11 校 550 人 438 枚 15 校 650 人 530 枚 警察署・施設管理課 

 

イ スケアード・ストレイト方式による自転車交通安全体験教室 

中学生を対象に目の前でスタントマンが交通事故を再現し、それによって交

通事故の衝撃や怖さを実感させることで、ルールやマナーの必要性について考

えてもらうことを目的として、「スケアード・ストレイト方式による自転車交

通安全体験教室」を実施し、交通安全の意識向上を図ります。 
 

区  分 
令和 2 年度実績 令和 3 年度予定 

実施機関 
回数 人 員 回数 人 員 

自転車交通安全体験教室 4 回 1,414 人 4 回 1,400 人 
警察署 

施設管理課 

 

（７）二輪車運転者に対する交通安全教育（警察署） 

二輪車交通事故の態様については、単独事故が多発していることから、基本走

行・法規走行主体の二輪車実技教室を実施し、安全運転技術の向上と安全意識の

高揚を図ります。 
 

区  分 
令和２年度実績 令和３年度予定 実施機

関 回数 人 員 回数 人 員 

二輪車実技教室 2 回 67 人 5 回 160 人 警察署 

 

（８）身体障害者に対する交通安全教育（警察署） 

身体障害者の安全な通行方法等に関する交通安全教育を行います。 
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また、身体障害者の関係機関・団体等と相互に連携を図り、手話等による交通

安全教育を積極的に推進して、身体障害者の交通安全意識の高揚を図ります。 

 

（９）外国人に対する交通安全教育外国人に対する交通安全教育（警察署） 

外国人に対しては、基本的な交通ルール等の周知に重点を置いた交通安全教育

を推進します。 

 

（10）交通安全教育推進のための教材資料の充実（施設管理課） 
 

ア 交通安全映像教材の貸出 

交通安全啓発用のＤＶＤを、保育園・幼稚園・学校・民間団体などに貸し出

しして、交通安全教育の充実を図ります。 
 

DVD 在庫数（3.6.1） 
令和 3 年度

購入予定 

幼児・小学生（低学年）向け 15 本 1 本 

小（高学年）中高校生向け 11 本  

高 齢 者 向 け 7 本 1 本 

自転車利用者向け 4 本  

一般ドライバー向け 7 本 1 本 

その他 2 本  

計 46 本 3 本 
 

貸出状況 

（令和 2

年度） 

幼稚園 

保育園 
小中学校 

町会・自治会 

高齢者クラブ 
民 間 企 業 な ど 警察署 その他 合計 

22 本 0 本 0 本 0 本 8 本 0 本 30 本 
 

 

イ ランドセルカバーの配布 

小学校に入学する新 1 年生に対し、交通安全意識を養い、車両運転手からの

視認性の効果を高め、交通事故防止を目的として、ランドセルカバーを配布し

ます。 
 

区  分 令和 2 年度実績 令和 3 年度予定 実施機関 

新入学児童記念品 

（ランドセルカバー） 
2,600 枚 2,650 枚 施設管理課 

 

（11）「新しい日常」に対応した交通安全教育の推進（警察署、施設管理課） 

   交通安全教育に当たっては、従前の取組に加え、オンラインでの講習や動画を

活用した学習機会の提供、ウェブサイトやＳＮＳなど各種媒体の積極的活用など、

対面によらない交通安全教育や広報啓発活動についても効果的に推進します。 
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２ 地域における交通安全意識の高揚 

 

（１）地域の交通安全組織の拡大と育成 

交通ボランティア活動は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を通じ

て規範意識の向上とともに、地域社会の絆の強化に資することから、 

・交通ボランティアの効果的運用と活動内容の充実強化 

・学校、事業所、町会などとの連携による若い世代の参加促進 

・自治体との連携による財政基盤の充実 

などにより、交通ボランティア組織の拡大と活動の活性化を図ります。 

 

（２）地域、家庭における交通安全教育活動の推進（警察署・交通安全協会） 
 

ア 地域 

町会・自治会などを単位とした各種講習会を実施するほか、交通安全協会な

ど交通関係団体の活性化と指導者の育成を図り、交通安全教育が的確に行われ

るよう計画的な運用に努めます。 

また、高齢者部会など各部会の活性化を図り、警察署、区、町会、事業所な

どと連携し、地域事情に対応した交通安全教育、交通安全活動の推進に努めま

す。 

 

ａ 子ども対策（警察署） 

（ア）東京交通少年団ＢＡＧＳ（バッグス）への加入を促進し、組織拡大を

図るとともに、団員に対する交通安全教育、活動上の助言、指導及び研

修を積極的に行い、団体活動を通じて交通安全意識の普及浸透を図りま

す。 
 

区  分 滝野川警察署 王子警察署 赤羽警察署 合 計 

少年団団員数 31 人 67 人 39 人 137 人 
 

活動内容 令和２年度実績 令和３年度予定 実施機関 

高齢者宅訪問 5 回 18 人 33 回 256 人 

警察署 

老人ホーム慰問 0 回 0 人 0 回 0 人 

パレード参加 2 回 57 人 3 回 100 人 

鼓笛隊交通安全教育他 2 回 52 人 6 回 140 人 

交通安全広報活動・交通整理 5 回 190 人 8 回 180 人 
 

 

（イ）交通安全協会女性部などの拡充促進と積極的な活動の支援により、子

どもに対する交通安全意識の高揚を図ります。 
 

区 分 滝野川警察署 王子警察署 赤羽警察署 合 計 

女性部員数 42 人 12 人 3 人 57 人 
 

活動内容 令和２年度実績 令和３年度予定 実施機関 

交通安全のつどい 0 回 0 人 0 回 0 人 
警察署 

その他 0 回 0 人 1 回 10 人 
 

 

   （ウ）小学校などと連携を図り、通学路などにおける交通安全対策を推進し

ます。 
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ｂ 若年層対策（警察署） 

高校生の交通安全に関わりのある地域関係者で組織する「高など学校交通

事故防止連絡協議会」などの一層の拡充を図るとともに、高校生向け交通安

全教育指導者用ＣＤ－ＲＯＭ及び活用マニュアルなどを活用した学校教育

の場における交通安全教育を積極的に推進します。 

また、二輪車実技指導などの実施を働き掛けるなど、高校生・大学生など

の交通安全意識の高揚を図ります。 

 

ｃ 高齢者対策（警察署） 

（ア）生活サイクルポイント（商業施設や公共施設・駅などの高齢者が生活

する上で必ず巡回する地点や場所）における反射材の直接貼付活動及び

それに付随するワンポイントアドバイスを推進して、一人でも多くの高

齢者に対する啓発活動と反射材の普及を図ります。 

（イ）街頭活動を通じて、交通上危険と思われる高齢者の発見と現場におけ

る注意・指導・安全教育を行います。 

（ウ）警察職員や高齢者交通指導員などのボランティアが、高齢者宅を訪問

し、個別に交通安全教育を行うほか、交差点などにおける高齢歩行者の

保護誘導活動や高齢の自転車利用者に対する指導啓発活動を推進しま

す。 
 

区  分 令和２年度実績 令和３年度予定 実施機関 

高齢者宅戸別訪問 10 回 42 人 68 回 459 人 
警察署 

交差点など保護誘導活動 21 回 955 人 100 回 360 人 

 

ｄ 自転車利用者対策（警察署・施設管理課・交通安全協会） 

（ア）自転車関係組織の拡大と活動の促進を図り、区との連携の下、自転車

安全教室、子ども自転車大会、自転車街頭点検整備、自転車安全利用指

導啓発隊（ＢＥＥＭＳ（ビームス））による活動などを通じて、自転車

の安全な利用を促進し、自転車事故の防止を図ります。 

（イ）交通ボランティア、地域住民及び自転車安全利用ＰＲサポーターであ

る東京交通少年団ＢＡＧＳ（バッグス）などと連携し、自転車のルール・

マナーの向上や自転車安全利用条例の周知に向けた広報啓発活動を推

進します。 
 

区  分 令和２年度実績 令和３年度予定 実施機関 

自 転 車 安 全 教 室 8 回 404 人 26 回 2,010 人 

警察署 
自転車利用者マナー向上 

街頭指導（自転車点検含む） 
15 回 150 人 53 回 3,450 人 

 

イ 家庭 

   ａ 家庭において交通の身近な話題が取り上げられ、交通安全についての話し

合いが行われるよう、学校や交通安全協会などの組織を通じて情報の提供を

行い、交通ルールの普及浸透を図ります。 

   ｂ 全国交通安全運動（春・秋）の重点など、運動の取組について広く都民に

周知するため、年２回、家庭用回覧チラシを作成し、町会などの協力を得て、

各家庭に回覧します。 
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（３）地域ぐるみの交通安全運動の推進 
 

ア 交通安全運動などの実施（警察署・施設管理課・交通安全協会） 

春・秋の交通安全運動、年末の TOKYO 交通安全キャンペーンは、広く区

民に交通 安全思想の普及浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナー

の実践を習慣づけ、交通の安全と円滑化を図ることを目的として行うものです。

特に「多くの区民が参加できる運動」「区民に交通安全の大切さを訴える運動」

として推進し、関係行政機関、地域住民、事業所、交通関係団体などが一体と

なって真に区民総ぐるみの運動として推進を図り交通ルールの遵守と交通マ

ナーの向上を呼びかけます。 
 

イ 「北区自転車安全日」などの実施（警察署・施設管理課・交通安全協会） 

毎月 18 日を北区の『自転車安全日』と定め、区内主要駅で町会・自治会、

交通安全協会、地域交通安全活動推進委員、高齢者交通指導員、警察署と協働

して自転車の安全利用について啓発活動を実施して安全思想の普及浸透に努

めます。 

また、「東京都交通安全日」に指定された毎月10日に、管内の交通実態に

即した重点を定め、交通安全活動を実施します。 
 

区  分 令和２年度実績 令和３年度予定 実施機関 

自転車安全日啓発活動 6 回 22 回 
警察署 

施設管理課 

 

ウ 「暴走族追放強化期間」の実施（警察署） 

暴走族や違法行為を敢行する旧車會グループ（暴走族風に改造した旧型の自

動二輪車などを運転する者のグループ）が活発に活動を始める時期に「暴走族

追放強化期間」を設定し、暴走族追放気運の高揚や若者の交通安全意識の向上

などを促進し、二輪車による事故防止を推進するとともに、暴走族などによる

不法事案の取締りを実施します。 
 

エ 「交差点アイコンタクト｣の推進（警察署） 

年間を通して、車両の前照灯を日没より早めに点灯することを呼び掛けるほ

か、ドライバーと歩行者が相互に安全を確認する「交差点アイコンタクト」を

広く区民に働き掛ける広報啓発活動を推進します。 

 

（４）児童交通指導員の育成（シルバー人材センター） 

登下校時における児童・生徒の擁護指導をする「児童交通指導員」の育成を図

るため、研修を実施します。 

（令和 3 年度） 

名   称 会  場 内  容 参加予定人数 

児童交通指導員研修 赤羽区民事務所 
児童の保護誘導 

について 
150 名 

 
（５）交通安全点検などの推進（警察署・施設管理課） 

地域住民や道路利用者が主体となって、交通管理者、道路管理者とともに道路

交通環境の点検を行うことにより、地域住民の交通安全活動への参加意欲を醸成

するとともに、だれもが安全に安心して利用できる道路交通環境づくりを進めま

す。 
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３ 交通安全に関する広報啓発活動の充実・強化 
 

（１）多様な広報媒体による広報活動の充実（警察署・施設管理課） 

・広く区民に交通安全思想の普及浸透を図り、交通安全行動の実践を定着させる

ため、北区の広報紙である北区ニュースや北区のホームページをはじめ、懸垂

幕、ポスター、チラシなどの広報媒体、行事「交通安全北区民のつどい」など

のあらゆる機会を通じて、効果的な広報活動を推進します。 
 

北区ニュースなどによる広報 

発行年月日 掲 載 内 容 実施機関 

2 年 3 月 20 日 春の交通安全運動 4 月 6 日～15 日 
警察署・ 

施設管理課 

2 年 9 月 10 日 秋の交通安全運動 9 月 21 日～30 日 
警察署・ 

施設管理課 
 

ポスターなどによる広報 

区  分 令和 2 年度実績 令和 3 年度予定 

ポスターなど配布数 1,683 枚 1,690 枚 

春交通安全運動実施要領  555 部 560 部 

秋交通安全運動実施要領  553 部 560 部 

 

・春と秋の交通安全運動、年末の TOKYO 交通安全キャンペーンや「交通安全

北区民のつどい」などの内容の充実・改善を図り、交通安全意識のより一層の

普及徹底に努めます。 
 

交通安全北区民のつどい 

区  分 令和 2 年度実績 令和 3 年度予定 

実 施 日 

中止 中止 会  場 

参加者数 
 

交通安全駅頭キャンペーン 

高齢者に対しては事故にまきこまれないように、自転車・自動二輪車の利用

者に対しては交通ルールの厳守・交通マナーの向上を訴えるために駅頭キャン

ペーンを実施しています。 

 

 

 

 

（２）関係機関が連携した広報啓発などの実施 
 

ア 「交通死亡事故多発緊急事態宣言」の発出（警察署） 

交通死亡事故が多発し、一定の基準に該当した場合などにおいて、「交通死

亡事故多発緊急事態宣言」を発出し、区民に対して交通事故に関する注意を喚

起するとともに、警察署及び関係機関などが連携して早期に集中的な交通事故

防止対策を推進することにより、交通死亡事故の抑止を図ります。 
 

  イ 共通の標語を用いた広報の実施（警察署・施設管理課） 

関係機関及び団体の連携を促進するため、交通安全キャンペーンなどにおい

令和２年度実績 赤羽駅 荒川河川敷 田端駅 尾久駅 

回  数 10 回 1 回 1 回 1 回 

管轄警察 赤 羽 赤 羽 滝野川 滝野川 
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て、共通の標語を用いた広報啓発活動を実施します。 

 

（３）飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立（警察署・施設管理課） 

飲酒運転の危険性や飲酒運転などに起因する交通事故の実態を周知するため、

各種広報媒体を活用した啓発を推進します。 

 

（４）通学路などの周辺を通行する運転者に対する啓発活動など（警察署） 

各種キャンペーンなどの機会を通じて、通学路などの周辺を通行するドライバ

ーに対する速度抑制や子どもを交通事故から守るための広報啓発を推進します。 

 

（５）シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の推進（警察署・交通安全協

会） 

各種講習会や街頭キャンペーンなどの機会を利用し、後部座席を含むシートベ

ルトの正しい着用とチャイルドシートの必要性・着用効果の広報啓発を推進しま

す。 
 

区  分 令和２年度実績 令和３年度予定 実施機関 

シートベルト体験車体験 0 回 0 人 2 回 250 人 警察署 

 

（６）薄暮時及び夜間の交通安全対策の推進（警察署・施設管理課） 

薄暮時（日没の前後それぞれ1時間）や夜間における歩行者や自転車の交通事

故を防止するため、シール式反射材用品やスポークリフレクターなど反射材用品

の活用、外出時の目立つ色の服装習慣について、広報啓発活動を強化します。 
 

区  分 令和２年度実績 令和３年度予定 実施機関 

反射材など配布活動 
65 回 

（従事者 481 人） 

113 回 

（従事者 1,120 人） 

警察署 

施設管理課 

 

（７）自転車用ヘルメット着用促進に向けた啓発活動の推進（警察署・施設管理課） 

自転車用ヘルメット着用の促進を図るため、ヘルメットの実物展示及びチラシ

などを活用した広報啓発活動を実施し、社会全体におけるヘルメット着用の気運

醸成を図ります。 

 

（８）運転中の携帯電話などの不使用の徹底 

運転中に携帯電話などを使用することは重大な事故につながり得る極めて危

険な行為であることから、運転者などに対し、引き続き広報啓発を推進し、その

不使用の徹底を図ります。 

（警察署） 
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第３章 道路交通秩序の維持 
 

〔施策の体系〕 
 

                 ———交通事故抑止に資する交通指導取締りの推進 

 

———携帯電話使用などの取締りの推進 

 

                 ———二輪車対策の推進 

 

指導取締りの強化————————————自転車利用者対策の推進 

 

                 ———通学路などにおける指導取締り 

 

                 ———シートベルト着用及びチャイルドシート使用義務違 

反の指導取締り 

 

                 ———暴走族の取締りなど 

 

                 ———適正かつ緻密な交通事故事件捜査の推進 

 

悪質な交通事故事件などに対する  ———悪質・危険な妨害運転などに対する積極的な捜査の推進 

適正かつ緻密な捜査の推進・強化—— 

———悪質な交通事故事件などに対する厳正な捜査の推進 

 

                 ———科学的な交通事故事件捜査の推進 

 

                 ———違法駐車の取締り 

 

———違法駐車等防止条例の運用 

 

駐車秩序の確立—————————————違法駐車抑止に向けた広報・啓発活動 

 

                 ———放置自転車対策の推進 

 

———自転車等駐車場の利用の促進 

 

踏切道の安全を図るための措置 
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１ 指導取締りの強化（警察署） 
 

（１）交通事故抑止に資する交通指導取締りの推進 

交通事故実態などの緻密な分析に基づき、飲酒運転、無免許運転、速度超過や

信号無視、横断歩行者妨害などの交差点違反など重大交通事故の直接又は主要な

原因となっている違反に重点を置いた指導取締りを推進します。 

また、飲酒運転、無免許運転、又はこれらに起因する交通事故事件を検挙した

際は、運転者の捜査のみならず、周辺者に対する捜査を徹底し、酒類若しくは自

動車などの提供罪、同乗罪などのほか、教唆・幇助行為などの確実な立件に努め

ます。 

 

（２）携帯電話使用などの取締りの推進 

近年、携帯電話やスマートフォンの画像を注視していたことに起因する交通事

故が増加傾向にある情勢を踏まえ、携帯電話使用などに対する罰則を引き上げる

改正法が令和元年 12 月 1 日に施行されました。携帯電話使用などは、重大な交

通事故につながり得る極めて危険な行為であることから、指導取締りを推進しま

す。 

（警察署） 

 

（３）二輪車対策の推進 

二輪車の死亡・重傷事故が多発している路線を重点に、悪質性、危険性、迷惑

性の高い違反（速度超過、進路変更、割り込みなど）の指導取締りを強力に実施

するとともに、軽微な違反者などに対しても積極的な指導警告を実施するなど、

安全運転意識の高揚を図ります。 

 

（４）自転車利用者対策の推進 

自転車利用者による交通事故を防止するため、交通ルール・マナーを守らない

走行に対しては、自転車指導警告カード及び自転車安全マナーカードを活用した

街頭指導を強化するとともに、ヘルメットの着用について働き掛けを行います。 

また、悪質・危険な違反者に対しては、自転車講習制度の適用を視野に入れ、

交通切符などによる取締りを実施します。 

 

（５）通学路などにおける指導取締り 

通学路などにおける子供の安全を確保するため、重点通学路の登下校時間帯な

どを勘案し、通行禁止違反や横断歩行者妨害をはじめとする児童の安全確保のた

めの指導取締りを推進します。 

 

（６）シートベルト着用及びチャイルドシート使用義務違反の指導取締り 

シートベルト・チャイルドシート着用の徹底に向けた座席ベルト装着義務違反

などの指導取締りを実施します。また、交通事故発生時における乗員の被害軽減

を図るため、後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの

正しい着用について指導を推進します。 

 

（７）暴走族の取締りなど 

・暴走族や違法行為を敢行する旧車會グループ（暴走族風に改造した旧型の自動

二輪車などを運転する者のグループ）に対しては、道路交通法のほか、あらゆ

る関係法令を適用し、検挙の徹底を図ります。 
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  ・被疑者の逮捕や使用車両の押収などを推進するとともに、暴走族などの組織解

体を図ることにより暴走行為の抑止に努めます。 

・暴走族などの実態に関する情報発信や関係機関・団体との連携強化を通じて、

暴走族などを許さない社会環境づくりに努めます。 
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２ 悪質な交通事故事件などに対する適正かつ緻密な捜査の推進・強化 
（警察署） 

 

（１）適正かつ緻密な交通事故事件捜査の推進 

適正かつ緻密な交通事故事件捜査を推進するため、組織的かつ重点的な捜査と

客観的証拠に基づいた立証を推進します。 

 

（２）悪質・危険な妨害運転などに対する積極的な捜査の推進 

他の車両などの通行を妨害する目的で行われる妨害運転などを認知した場合

には、客観的な証拠資料の収集などを積極的に行い、妨害運転罪や危険運転致死

傷罪（妨害目的運転）などのあらゆる法令の適用を視野に入れた厳正な捜査を推

進します。 

 

（３）悪質な交通事故事件などに対する厳正な捜査の推進 

飲酒運転や薬物を使用しての運転など悪質かつ危険な運転行為による死傷事

故などについては、危険運転致死傷罪などあらゆる法令の適用を視野に入れた厳

正な捜査を推進します。 

また、ひき逃げ事件については、迅速かつ的確な初動捜査を徹底するとともに、

各種交通鑑識資機材に加え、防犯カメラやドライブレコーダーなどを効果的に活

用し、被疑者の早期検挙を図ります。 

さらに、自動車の使用者などによる悪質な違反行為の下命・容認事件、自動車

整備事業者などによる不正車検事件、交通事故を偽装した保険金詐欺事件などの

交通特殊事件についても厳正な捜査を推進します。 

 

（４）科学的な交通事故事件捜査の推進 

専門的技術・客観的証拠に基づいた交通事故事件捜査を推進するため、交通鑑

識体制の充実、常時録画式交差点カメラ、３Ｄレーザースキャナなどの各種装備

資機材の整備など、交通事故事件捜査の基盤強化を図り、科学的な交通事故事件

捜査を推進します。 
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３ 駐車秩序の確立 
 

（１）違法駐車の取締り（警察署） 

ア 使用者責任の追及など 

放置車両確認機関の適正かつ効果的な運用を図り、運転者責任が追及できな

い場合は、放置違反金制度による「滞納処分」や「車両使用制限命令」などを

行い使用者の責任追及を徹底します。 

 

イ 重点的取締り 

違法駐車の実態に応じ、重点的に取締りを行う場所や時間帯などを定めた

「取締り活動ガイドライン」を中心とする指導取締りを強化するとともに、悪

質性の高い違反に対しては、移動措置を含む取締りを推進し、良好な駐車秩序

の確立に努めます。 

 

（２）違法駐車等防止条例の運用（違法駐車等防止連絡会・施設管理課） 

平成5年12月制定の「東京都北区違法駐車等の防止に関する条例」に基づき、 

  違法駐車等防止重点地域に指定した王子駅、赤羽駅、板橋駅及び十条駅周辺にお 

いて違法駐車などの防止に関して必要な施策を重点的に実施します。 

 

（３）違法駐車抑止に向けた広報・啓発活動 
 

ア 合同パトロール 

区、警察署、交通安全協会、地域交通安全活動推進委員協議会、町会・自治

会、商店会及びその他の地域関係者との連絡調整を行うために設置している「違

法駐車等防止連絡会」と合同で毎月 1 回以上、重点地域において合同で広報・

啓発などの活動を実施します。 

 

イ 交通指導員の活動 

交通指導員により、日常的な広報・啓発などの活動を実施します。 
 

（ア）実施方法 

①パンフレット、チラシなどの配布 

②口頭による呼びかけ 

③注意喚起ステッカーの前部窓ガラス・ワイパー間への挟み込みなど 

④時間貸し駐車場に関する情報の提供 

⑤その他必要と認められる方法 
 

 

 ○ 令和 2 年度実績 

違法駐車等防止連絡会の活動  

（合同パトロール） 交通指導員の活動 

(通常パトロール) 
違法車両に対する啓発 合法車両に対する啓発 

実施回数 参加延人員 

0 回 0 人 166 回 1,185 件 1,823 件 
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（３）放置自転車対策の推進（施設管理課） 

駅周辺の放置自転車問題は、交通安全対策の面と合わせて、都市が抱える環境

問題としての面も有しています。 

この放置自転車に対して、昭和 58 年 12 月制定の「東京都北区自転車の放置

防止に関する条例」及び昭和 61 年 3 月制定の「東京都北区自転車等駐車場条例」

に基づき、駅周辺の生活環境を確保し、通行の障害を除去することにより、街の

美観を維持して安全で快適な区民生活の実現を図ります。 

また、放置自転車の問題を区民に周知するため関係機関と協力し、駅周辺放置

自転車追放クリーンキャンペーンを年３回実施します。 

・放置自転車の移送・返還及び処分台数 
                                 （令和２年度） 

移送台数 １３，７６8 処分台数 ５，７７８ 

区域別 
整理区域外 １，０３６ 

内訳 
廃棄 ３，４１３ 

整理区域内 １２，７３2 売却※ ２，３６５ 

 

（整理区域内 駅別） 
 

浮間舟渡   141 北 赤 羽   459 赤 羽  7,868 十 条   526 

板 橋   177 東 十 条   283 王 子  2,390 上 中 里     49 

田 端   230 駒 込   220 尾 久     80 赤羽岩淵     88 

志 茂     74 王子神谷   139 西 ヶ 原      １ 西 巣 鴨      ７ 

※ 売却処分は、平成１９年８月から実施 

 

・駅周辺放置自転車追放クリーンキャンペーンの実施状況 
             （令和２年度） 

実 施 日 実施駅 撤去台数 参加人員 

5 月７日～10 日 十条駅 20 39 

5 月 13 日～17 日 田端駅 34 36 

5 月 20 日～24 日 赤羽駅 157 109 

5 月 27 日～31 日 王子駅 96 84 
3 年 

１月 13 日～17 日 
赤羽駅 143 126 

１月 20 日～24 日 王子駅 88 53 

計 538 447 
 

 

 

 

・第 37 回 駅前放置自転車クリーンキャンペーン実施状況 
   （都内主要駅周辺で一斉実施）                   （令和２年度） 

実 施 日 実施駅 撤去台数 参加人員 備 考 

10 月１日～4 日 十条駅 60 40  

10 月 8 日～11 日 田端駅 15 16 ティッシュなど配布 

10月15日～18日 赤羽駅 155 108 ティッシュなど配布 

10月22日～25日 王子駅 148 66 ティッシュなど配布 

10月29日～30日 駒込駅 14 24  

計 392 246  
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（５）自転車駐車場の利用の促進（施設管理課） 

   駅周辺における放置自転車対策を図るため、自転車利用者に対して自転車駐車

場への案内・誘導及び啓発を行い、駅前広場や周辺道路等公共の場所の通行と良

好な環境の確保に努めていきます。 
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４ 踏切道の安全を図るための措置（警察署） 
 

車両などの踏切通行時の違反行為に対する指導取締りを積極的に行います。 

また、関係機関及び鉄道事業者並びに道路管理者との安全対策会議を定期的に開催し

て、踏切道における安全対策についての情報を共有するとともに、踏切利用者や鉄道

事業者等と合同による安全点検を行うなど、高齢者をはじめとする交通弱者に着目し

た踏切事故防止の強化に努めます。 



 

第４章 安全運転の確保 

- 37 - 

第４章 安全運転の確保 
 

〔施策の体系〕 
 

                 ———運転者教育の充実 

 

                 ———高齢運転者事故防止対策の推進 

 

———二輪車事故防止対策の推進 

安全運転の確保—————————— 

                 ———貨物自動車事故防止対策の推進 

 

———飲酒運転対策の推進 

 

                 ———安全運転管理の充実 
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１ 安全運転の確保（警察署） 
 

（１）運転者教育の充実 
 

  ア 運転者教育の効果的推進 

最近の交通情勢を踏まえ、交通教育の一層の充実を図るため個々の心理的・

性格的な適性を踏まえた教育、交通事故の悲惨さの理解を深める教育、自らの

身体機能の状況や健康状態について自覚を促す教育などの随時見直しを行い、

運転実務に必要な知識と判断能力を習得させるための運転者教育の充実に努

めます。 

特に、高齢者をはじめとする交通弱者に対する思いやりのある交通安全意識

の高揚の促進や交通事故の被害者、遺族の声を反映した運転者教育の充実に努

めます。 

 

  イ 更新時講習の充実 

運転免許証の更新の際に受講する更新時講習（優良、一般、違反、初回）に

おいて、最近の交通事故の現状と対策などについての講義を行うほか、講習指

導員の資質向上、講習資器材の高度化並びに講習内容及び講習方法の充実に努

めます。 

 

  ウ 運転免許申請時・運転免許証更新時における正しい申告の徹底 

一定の症状を呈する病気などに関する質問票の交付・提出制度に関し、虚偽

記載した質問票の提出には罰則があること及び一定の病気を理由として免許

の取消し処分を受けた者は３年以内でかつ、運転免許再取得可能な病状に回復

した場合には運転免許試験の一部が免除されることを区民に周知することに

より、正しい病状申告を促進します。 

 

（２）高齢運転者事故防止対策の推進 
 

  ア 高齢運転者に対する交通安全教育の推進 

    高齢運転者に対しては、横断歩道における歩行者の優先など、安全な運転に

必要な知識・技能を再確認させるため、通行の様態に応じた参加・体験・実践

型の講習会の実施に努めます。 

 

  イ 高齢者支援施策などの推進 

    高齢者が関わる交通事故の減少を図るため、各種広報媒体を活用した運転免

許自主返納制度の普及及び運転経歴証明書を提示することによる優待制度に

関する広報啓発に努め、高齢者の運転免許自主返納を促進します。 

 

（３）二輪車事故防止対策の推進 
 

  ア 二輪車利用者の交通安全意識の高揚 

ａ 二輪車運転者に対し、関係機関・団体と連携した二輪車実技講習をはじめ、

参加・体験・実践型の交通安全教室を積極的に実施します。 

ｂ セーフティライダーコンテストへの参加を奨励し、二輪ライダーへの安全

意識の高揚を図ります。 

 

イ 二輪車安全運転推奨シール交付制度 

実技教室への積極的な参加を促すため、二輪車安全運転推奨シールを受講者
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に対して交付し、模範運転者としての自覚を促し、交通安全意識の高揚を図り

ます。 

 

（４）貨物自動車事故防止対策の推進 
 

ア 関係機関・団体などと連携し、小学校校庭などに貨物自動車を持ち込むなど

の方法により児童に対する貨物自動車の特性、死角などに関する教育を行うほ

か、貨物自動車の運転者に対しても、運転特性などの知識を深める交通安全教

育を推進し、交通安全意識の向上を図ります。 

 

  イ 貨物事業所への出前型交通安全教室及びトラックストップ作戦を随時実施

します。 

 

（５）飲酒運転対策の推進 

飲酒運転は一般的な交通違反・交通事故と異なり、その悪質性は極めて高いた

め、行政と区民が連携して根絶に向けて対策を図ります。 
 

   ア 交通安全教育の推進 

     飲酒運転の危険性や実態を周知するため、学校・会社などにおける、交通 

安全教育を推進します。 

 

イ 広報啓発活動の充実・強化 

  交通安全講習会、街頭キャンペーンや各種広報媒体を通じて、飲酒運転根 

絶に向けた規範意識の確立を推進します。 

 

ウ 積極的な飲酒運転の取締り 

  実態に即した、二日酔いを含む飲酒運転の取締りを行います。 

     また、過搬式移動オービス（速度取締機）による時間・場所を選ばないラ

ンダムな取締りを実施します。 

 

エ 飲食店への協力要請やハンドルキーパー運動の推進 

  酒類提供飲食店や交通安全協会などと連携し、「ハンドルキーパーの運動」 

 の浸透に努めます。 

（警察署） 

 

（６）安全運転管理の充実 

安全運転管理者及び副安全運転管理者に対して、自動車の安全な運転に必要な

知識及び運転者に対する交通安全教育に必要な知識、技能などの講習を充実し、

その資質と管理技能の向上を図ります。 
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第５章 救助・救急体制の整備と被害者の支援 
 

〔施策の体系〕 
 

               ——救急事故現場及び搬送途上における救急処置の充実・強化 

 

               ——救急医療機関との連携強化 

 

救助・救急体制の充実———————多数傷病者発生時の救助・救急体制の充実・強化 

 

               ——応急手当などの普及啓発の推進 

 

               ——東京消防庁救急相談センターの利用促進 

 

               ——交通相談業務の実施 

被害者の支援————————— 

               ——区民交通傷害保険への加入促進 
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１ 救助・救急体制の充実（消防署） 
 

交通事故に起因する負傷者の救命効果の向上を図るため、救急医療機関などとの連

携を強化し、交通救助・救急活動体制の更なる充実を図ります。 

東京消防庁及び北区内 3 消防署では、救急車の増強や救急救命士の育成などを図る

とともに北区救急業務連絡協議会などを通じた地域医療機関との連携、また、事業所、

町会・自治会、学校などを通じた応急手当の指導などを行います。 

 

（１）救急事故現場及び搬送途上における救急処置の充実・強化 

  ア 交通救助・救護体制の充実・強化 

消防隊による交通救助・救護体制を継続して充実・強化するとともに、ポン

プ車などに積載する救助用資器材やＡＥＤなどの応急処置資器材を継続して

整備していきます。 

 

・救急隊出場状況 

令和２年中の東京消防庁救急隊の出場件数は、720,965 件となり、搬送され

た方を年代別で比較すると、65 歳以上が 54.7％を占め、高齢者の割合は年々

増加しています。 
 

  令和 2 年中の北区内消防署の救急隊出場状況 

区  分 交通事故 急 病 一般負傷 そ の 他 
総出場 

回 数 

王子消防署  

(王子・十条救急隊) 
264 4,308 1,118 661 6,351 

赤羽消防署  
(赤羽・赤羽台・西が丘救急隊) 

349 6,463 1,661 901 9,374 

滝野川消防署  
(滝野川・三軒家・田端救急

隊) 

341 5,835 1,642 901 8,719 

合  計 954 16,606 4,421 2,463 24,444 

※ その他：火災、運動競技、労働災害、自損、加害などを表す。 

 

  イ 高度処置救急体制の充実 

救急救命士及び救急資格者を計画的に養成・配置しています。 

また、救急救命士が行うことができる救急救命処置の範囲の拡大などに対応

する技術認定者の養成を推進していきます。 

 

（２）救急医療機関との連携強化 

急病人やけが人を迅速に医療機関へ引き継ぐため、救急医療機関などとの連携

を推進していきます。 

 

（３）多数傷病者発生時の救助・救急体制の充実・強化 

大規模な交通事故など多数の負傷者が発生した場合に、消防救助機動部隊や東

京ＤＭＡＴと迅速かつ円滑な連携活動が図れるよう、訓練を推進していきます。 
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（４）応急手当などの普及啓発の推進 

救急隊が到着するまでの間、現場に居合わせた人が早期に適切な応急救護処置

が実施できるように区民などに対して町会・自治会の防災訓練、事業所の自衛消

防訓練の際に応急手当の知識・技術の普及を継続して実施していきます。 

また、「公益財団法人 東京防災救急協会」と連携して救命講習の受講促進を

図っていきます。 

これらの救命講習などの普及拡大を図り、事業所だけでなく商店街、町会、自

治会などにおいても実効性のある応急救護体制を構築し、自主救護能力を高める

必要があります。 

このことから、これまでの応急手当奨励制度を拡充し、一定の要件を満たした

事業所など及び団体に対し、東京消防庁ホームページでの公表及び優良証、優良

マークの交付を行うことにより都民の救命講習に対する積極的な取り組みを奨

励します。 

 

○ 応急手当など普及啓発活動数（救命講習など）         （令和２年中） 

区  分 事業所 学 校 町会・自治会 その他 合 計 

王 子 消 防 署 52 10 0 17 79 

赤 羽 消 防 署 18 2 1 11 32 

滝 野 川 消 防 署 38 13 4 9 64 

合 計 108 25 5 37 175 
 

※ 救命講習などに関する問合せ先 

・王 子 消 防 署 03-3927-0119  ・赤 羽 消 防 署 03-3902-0119 

・滝野川消防署 03-3916-0119 
 

※ 公益財団法人 

東京防災救急協会 講習受付 03-5276-0995（平日午前 9 時～午後 4 時） 

 インターネット受付（24 時間対応） 

 https://www.tokyo-bousai.or.jp/lecture_kousyu/ 

 

（５）「#7119」東京消防庁救急相談センターの利用促進 

「救急車を利用すべきか迷っている」、「診療可能な病院を教えてほしい」など

の相談に対して緊急受診に関する医学的な助言や医療機関案内を行う「東京消防

庁救急相談センター」や、緊急性がない場合の移送手段として患者搬送事業者（民

間救急車など）を紹介する「東京民間救急コールセンター」などを積極的に広報

し、利用を促進することで、真に救急車を必要とする区民などに対して救急隊が

迅速的確に対応できる体制づくりを推進していきます。 

https://www.tokyo-bousai.or.jp/lecture_kousyu/
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 病院へ行く？ 救急車を呼ぶ？ 急な病気やけがで迷ったら 

 

  ＜東京版救急受診ガイド＞ 

※パソコン（東京消防庁ホームページ https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp） 

から病気やけがの緊急性及び受診の必要性について、自ら確認することがで

きます。 

 

＜東京消防庁救急相談センター＞ 

※24 時間対応 

※電話 プッシュ回線、携帯電話からは＃7119 

その他の電話 ２３区 03-3212-2323 

 

＜消防署での医療機関案内＞ 

※都内各消防署（分署、出張所も可） 

※東京都医療機関案内サービス「ひまわり」24 時間対応 

電話 03-5272-0303 

インターネット http://www.himawari.metro.tokyo.jp/ 

 

＜民間救急やサポート Cab のご案内は、東京民間救急コールセンターへ＞ 

※受付時間 オペレーター対応は 9 時～17 時まで 

（ナビダイヤルは年中無休） 

電話 0570-039-099（つながらないときは、03-3262-0039） 

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
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２ 被害者の支援 
 

（１）交通相談・法律相談（広報課区民相談室） 

交通事故に関する問題は、原則、被害者や加害者などの当事者間で解決すべきで

す。しかし、交通事故処理の手続きが煩雑である、法律に関する知識が不足してい

るなどにより、問題解決までに多くの時間や費用を要することがあります。また、

加害者の賠償能力が乏しいなどにより、トラブルとなることもあります。 

そこで、区では、交通事故当事者間の問題解決を補完するため、区民相談室に「交

通相談」及び「法律相談」を設けています。 

「交通相談」では、交通相談専門員が、示談方法・損害賠償額の算定・保険金の

請求手続きなど交通事故全般について相談に応じています。また、「法律相談」で

は、弁護士が、法的解決策全般について相談に応じています。 

 

 ア 日 時 金曜日(祝日を除く) 午後 1 時から 4 時まで 

 イ 場 所 区役所(第一庁舎)３階 広報課区民相談室 03-3908-1101 

 

○ 相談内容と件数 

区  分 令和元年度実績 令和２年度実績 

示 談 方 法 4 件 1 件 

自賠責保険関係 1 件 1 件 

後 遺 症 関 係 2 件 0 件 

慰 謝 料 関 係 1 件 1 件 

損 害 賠 償 20 件 13 件 

そ の 他 12 件 13 件 

計 40 件 29 件 

 

○ 相談者の内訳 

区  分 令和元年度実績 令和 2 年度実績 

被 害 者 28 件 21 件 

加 害 者 10 件 4 件 

そ の 他 2 件 4 件 

計 40 件 29 件 
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（２）区民交通傷害保険への加入促進（地域振興課） 

交通事故に備えた「区民交通傷害保険」への加入促進に努めます。 

この事業は、区民が一定の保険料を負担することにより、万一、交通事故に遭

った場合に、被害の程度に応じて保険金をお支払いする制度で、北区が保険加入の

受付業務を行っています。 

 

〔事業の内容〕 

  ア 加入できる方 

    4 月 1 日現在、北区に住所のある方 
 

イ 申込方法（申込用紙は各窓口に設置） 

   加入申込書に必要事項を記入のうえ、下記窓口で保険料（現金）をお支払い

いただきます。 

   ａ 申込期間：令和３年 2 月１日から 3 月 31 日 

   ｂ 申込窓口：①区の定める金融機関・郵便局 

（金融機関でのお申込は、3 月 12 日までです。） 

          ②北区役所地域振興課地域振興係窓口 

          （区役所窓口でのお申込は、3 月 31 日までです。） 
 

  ウ 対象となる交通事故 

    自動車・電車・船舶・飛行機などの運行による交通人身事故 

    ※ 自転車賠償責任プランは自転車使用などの賠償事故も対象 
 

  エ 保険期間 

    令和３年 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日まで 
 

  オ 保険金額 

    交通事故における被害の程度に応じて支払われます。 
 

  カ コースの種類と保険料（Ｊ:自転車賠償責任プラン） 

コース Ａ Ｂ Ｃ ＸＪ ＡＪ ＢＪ ＣＪ 

年間保険料 900 円 1,500 円 2,500 円 1,400 円 1,900 円 2,500 円 3,500 円 

交通傷害 

（最高保険金額） 
150 万円 350 万円 600 万円 35 万円 150 万円 350 万円 600 万円 

被害事故補償 

（最高保険金額） 
600 万円 

自転車賠償 

（最高賠償金額） 
 1 億円 
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＜付属資料＞ 
 

１ 北区における推進体制 
 

（１）東京都北区交通安全協議会（「東京都北区交通安全協議会規約」昭和 39 年 9

月 3 日） 

交通事故のない住みよい区を築くため、区並びに関係行政機関・団体が協力体

制を確立し、効果的な区民運動を推進していくことが必要です。北区では、この

ような社会的要請に基づき昭和 39 年に設置しています。 
 

  ア 協議事項 

   ① 交通安全に関する広報 

   ② 交通安全に関する教育施設 

   ③ 交通安全に関する調査研究 

   ④ その他、本会において必要と認める事項 

  イ 組 織 

会長、委員 36 名、幹事 7 名 
 

（２）東京都北区交通安全協議会高齢者部会（「東京都北区交通安全協議会高齢者部

会設置要綱」平成 19 年 6 月 20 日） 

高齢社会に移行する中、増加する高齢者の交通安全対策は重点的に取り組む

べき課題となっています。 

このような社会的要請に基づき、高齢者の交通事故防止のための施策に関す

る調査及び活動を行うため、東京都北区交通安全協議会の専門部会として平成

19年に設置しました。 
 

  ア 協議事項 

   ① 高齢者の交通安全に関する広報 

   ② 高齢者の交通安全に関する教育施設 

   ③ 高齢者の交通安全に関する調査研究 

   ④ その他、本部会において必要と認める事項 

  イ 組 織 

会長、会員 23 名 
 

（３）東京都北区交通安全対策本部（「東京都北区交通安全対策本部設置要綱」昭和

43 年 3 月 13 日） 

北区が行う交通安全対策の一元化を図るため、関係部課による交通安全対策本

部を設置しています。 
 

  ア 協議事項 

   ① 交通安全施設の整備計画に関すること 

   ② 交通安全運動の推進に関すること 

   ③ 交通事故による被害者対策に関すること 

   ④ その他、交通安全対策の総合的企画と調整に関すること 

  イ 組 織 

本部長、本部員 16 名 
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２ 民間における推進体制 
 

（１）交通安全協会 

交通安全に係る民間組織として、区内の三警察署ごとに三協会がそれぞれの目

的で組織されています。また、それぞれの会則に従い多彩な事業を展開していま

す。 
 

  ア 事業概要 

   ① 春・秋交通安全運動や交通安全行事 

   ② 安全教育（各種講習会） 

③ 各部会活動（安全運転管理者、トラック、女性、青年、交通少年団、高齢 

者部会など） 

   ④ 支部への助成（町会・自治会活動） 

   ⑤ 各種表彰 
 

  イ 会員数                （令和 3 年 4 月 1 日現在） 

区  分 
交通安全協会 

計 
滝野川 王 子 赤 羽 

会員数 322 名 314 名 271 名 907 名 
 

  ウ 区補助金 

区  分 
交通安全協会 

計 
滝野川 王 子 赤 羽 

２年度補助額 1,082 千円 1,082 千円 1,082 千円 3,246 千円 

３年度予定額 1,082 千円 1,082 千円 1,082 千円 3,246 千円 

 

（２）違法駐車等防止連絡会 

北区、警察、交通安全協会、地域交通安全活動推進委員協議会、町会・自治会、

商店会及びその他の地域関係者をもって構成しています。 

連絡会は、年 2 回の全体会を開催しています。月 1 回以上重点地域において、

合同で広報活動などを実施しています。 
 

  ○ 各地区構成会員数             （令和 3 年 4 月 1 日現在） 

地区名 町会・自治会 商店会 
地域活動推進 

委員協議会 
安全協会 団体数 

滝野川 4 4 1（15 名） 1 10 団体 

王 子 9 4 
1（18 名） 1 22 団体 

十 条 4 3 

赤 羽 6 10 1（13 名） 1 18 団体 

合 計 23 21 3（46 名） 3 50 団体 

警 察 滝野川・王子・赤羽警察署 ３警察署 

北 区 土木部 施設管理課 管理・交通係 １区役所 
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○ 交通安全対策基本法（昭和 45 年 6 月 1 日） 

 〈交通安全対策基本法 抜粋〉 
 

（市町村交通安全計画等） 

第２６条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通

安全 計画を作成するよう努めるものとする。 

２ 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町

村 交通安全計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係指定地方行

政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関の意見を聴かなけ

ればならない。 

３ 市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施

策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

４ 市町村長は、市町村の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度にお

いて市町村が講ずべき施策に関する計画（以下「市町村交通安全実施計画」

という。）を作成するよう努めるものとする。この場合において、市町村交

通安全実施計画は、都道府県交通安全実施計画に抵触するものであってはな

らない。 

５ 市町村交通安全対策会議は、第一項の規定により市町村交通安全計画を作

成したときは、速やかに、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村

交通安全計画を都道府県知事に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第四項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したとき

は、速やかに、これを都道府県知事に報告しなければならない。 

７ 第二項及び第五項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規

定は市町村交通安全実施計画の変更について準用する。 

 

○ 条例・宣言一覧 

東京都北区交通安全協議会規約 昭和 39 年９月３日 

東京都北区交通安全対策本部設置要綱 昭和 43 年４月１日 

東京都北区自転車の放置防止に関する条例 昭和 58 年 12 月 12 日 

東京都北区自転車の放置防止に関する条例施行規則 昭和 59 年３月 31 日 

東京都北区自転車等駐車場条例 昭和 61 年３月 12 日 

東京都北区自転車等駐車場条例施行規則 昭和 61 年３月 12 日 

東京都北区違法駐車等の防止に関する条例 平成６年 1 月 1 日 

東京都北区違法駐車等の防止に関する条例施行規則 平成 6 年 1 月 1 日 

東京都北区違法駐車等対策実施要綱 平成 6 年 4 月 1 日 

北区自転車駐車場の設置等に関する指導要綱 平成 7 年 4 月 1 日 

東京都北区交通安全協会補助金交付要綱 平成 9 年 6 月 1 日 

北区交通安全運動実施要領 春・秋 
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○ 交通事故の状況 

 

１ 全国の交通事故 

令和２年中の交通事故による死者数は、2,839 人（前年比△376 人、△11.7％）

で、４年連続で戦後最少を更新して初めて 3,000 人を下回りました。 

 

（１）交通事故発生件数及び死傷者数 

区 分 発生件数 死 者 数 負傷者数 死傷者数 

平成 23 年 692,084 4,691 854,613 859,304 

平成 24 年 665,157 4,438 825,392 829,830 

平成 25 年 629,033 4,388 781,492 785,880 

平成 26 年 573,842 4,113 711,374 715,487 

平成 27 年 536,899 4,117 666,023 670,140 

平成 28 年 499,201 3,904 618,853 622,757 

平成 29 年 472,165 3,694 580,847 584,541 

平成 30 年 430,601 3,532 525,846 529,378 

令和元年 381,237 3,215 461,775 464,990 

令和２年※ 309,000 2,839 368,601 371,440 

※警察庁交通局交通企画課発表「令和２年中の交通事故死者数について」（令和 3 年 1 月６日）より 

 

 

２ 都内の交通事故 

令和２年中の交通事故による死者数は、155 人と増加しました。一方で、負傷

者数は 28,888 人と大きく減少し、死傷者数は 29,043 人（前年比△4,825 人、

△15.8％）と大きく減少しました。 

 

（１）交通事故発生件数及び死傷者数 

区 分 発生件数 死 者 数 負傷者数 死傷者数 

平成 23 年 51,477 215 58,140 58,355 

平成 24 年 47,429 183 54,837 55,020 

平成 25 年 42,041 168 48,855 49,023 

平成 26 年 37,184 172 43,212 43,384 

平成 27 年 34,274 161 39,931 40,092 

平成 28 年 32,412 159 37,828 37,987 

平成 29 年 32,763 164 37,994 38,158 

平成 30 年 32,590 143 37,443 37,586 

令和元年 30,467 133 34,777 34,910 

令和２年※ 25,642 155 28,888 29,043 

   ※警視庁交通総務課発表「2020 年 12 月末現在 交通事故概況」（令和 3 年 1 月 13 日）より 
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３ 北区の交通事故 

令和２年中の交通事故による死者数は、5 人と増加しました。負傷者数、死傷者

数はともに減少して、死傷者数は 488 人（前年比△62 人、△12.7％）と減少し

ました。 
 

（１）交通事故発生件数及び死傷者数 
※この表以降の令和２年の数字は警視庁交通総務課発表の交通事故統計表による 

区 分 発生件数 死 者 数 負傷者数 死傷者数 

平成 23 年 834 6 907 913 

平成 24 年 714 2 813 815 

平成 25 年 622 9 676 685 

平成 26 年 567 3 639 642 

平成 27 年 514 4 575 579 

平成 28 年 477 3 532 535 

平成 29 年 486 1 552 553 

平成 30 年 492 2 539 541 

令和元年 494 3 547 550 

令和２年 458 5 483 488 
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（２）月別、時間別の交通事故発生状況 

  ①月別の発生件数 

 
1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 

令和元年 36 31 45 48 31 41 41 38 50 36 45 52 494 

令和2 年 31 42 49 21 19 39 44 39 40 39 44 51 458 

増減 -5 +11 +4 -27 -12 -2 +3 +1 -10 +3 -1 -1 -36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ②時間別の発生件数 
 

0時 

～ 

2時 

2時 

～ 

4時 

4時 

～ 

6時 

6時 

～ 

8時 

8時 

～ 

10時 

10時 

～ 

12時 

12時 

～ 

14時 

14時 

～ 

16時 

16時 

～ 

18時 

18時 

～ 

20時 

20時 

～ 

22時 

22時 

～ 

24時 

合 

計 

令和元年 14 7 17 38 79 76 42 63 62 57 19 20 494 

令和 2 年 8 7 9 35 68 67 66 56 55 47 17 23 458 

増減 -6 0 -8 -3 -11 -9 +24 -7 -7 -10 -2 +3 -36 
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（３）年齢層別の死傷者数 

 

子 ど も 

高 

校 

生 

20 

歳

未 

満 

成  年 高齢者 

合 

 

計 

幼 

 

児 

小 

学 

生 

中 

学 

生 

小 

 

計 

20 

～ 

24 

歳 

25 

～

29 

歳 

30 

～ 

39 

歳 

40 

～ 

49 

歳 

50 

～ 

59 

歳 

60 

～ 

64 

歳 

小 

 

計 

65 

歳 

以 

上 

元 

年 

死者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 

負傷者 8 8 5 21 8 4 34 36 84 89 97 42 382 132 547 

2

年 

死者 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 4 1 5 

負傷者 9 17 4 30 10 9 29 36 70 103 82 22 342 92 483 

増 

減 

死者 0 0 0 0 0 0 +1 +2 0 0 +1 -2 +2 0 +2 

負傷者 +1 +9 -1 +9 +2 +5 -5 0 -14 +14 -15 -20 +9 -40 -64 

 

 

 

 

 

 

（４）形態種別の死傷者数 
 

 自動車 二輪 自転車 歩行者 合計 

令和元年 163 87 202 98 550 

令和 2 年 110 85 219 74 488 

増減 -53 -2 +17 -24 -62 
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○北区内の交通死亡事故発生状況 
               （令和２年 1 月 1 日～令和２年 12 月 31 日） 

 

発生日時 死亡者 性別 発生場所 事 故 状 況 

①
4 月 14 日（火）

8 時 15 分頃 
29 歳 男性 

豊島５-５ 

王子金町江戸川

線（都道） 

横断歩道を横断中の歩行者と自

家用普通乗用自動車が衝突し、

歩行者の男性が死亡したもの。 

②
5 月 7 日（木）

18 時 00 分頃 
27 歳 男性 

神谷 1-7 環状 

七号線内回り 

新神谷陸橋上 

（都道） 

渋滞停車中の自家用普通自動車

に軽二輪が衝突転倒し、軽二輪

の男性が後続の自家用普通貨物

に轢過され、死亡したもの。 

③
7 月 11 日（土） 

13 時 05 分頃 
79 歳 男性 

 

志茂５－１１ 

住宅街（区道） 

住宅街の交差点において事業用

普通貨物自動車と自転車が衝突

し、自転車の男性が死亡したも

の。 

④
7 月 19 日（日） 

4 時 06 分頃 
21 歳 男性 

上十条４－９ 

環七通り（都道） 

路上に寝込んでいた歩行者を自

家用軽乗用が轢過し歩行者の男

性が死亡したもの。 

⑤
10 月 8 日（木） 

5 時 18 分頃 
51 歳 男性 

豊島２－１明治

通り（都道） 

溝田橋交差点 

溝田橋交差点において、歩行者

と事業用普通貨物自動車（軽四

貨）が衝突し、歩行者の男性が

死亡したもの。 

全死者数（5 人）に対する 65 歳以上の高齢者（１人）の割合 20％ 
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